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２．評価グリッド結果（和文）

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国
地

方
政

府
環

境
管

理
能

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
評

価
グ

リ
ッ

ド
結

果

A
. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

及
び

実
施

プ
ロ

セ
ス

の
検

証

大
項

目
小

項
目

1-
1-

1 
指

標
1　

“
執

行
さ

れ
た

環
境

関
連

法
と

規
則

の
増

加
数

”
は

満
た

さ
れ

る
か

。

環
境

関
連

法
と

規
則

の
想

定
執

行
数

1-
1-

2 
指

標
2　

“
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
で

、
水

質
管

理
計

画
に

沿
っ

て
実

施
さ

れ
る

改
善

さ
れ

た
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
数

”
は

満
た

さ
れ

る
か

。

水
質

管
理

計
画

に
沿

っ
て

実
施

さ
れ

る
改

善
さ

れ
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

想
定

数

1-
1-

3 
指

標
3　

“
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
の

河
川

の
水

質
が

改
善

す
る

”
は

満
た

さ
れ

る
か

。

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

に
お

け
る

河
川

の
水

質
改

善
状

況

1-
2-

1 
指

標
1　

“
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
で

水
質

管
理

計
画

が
有

効
と

な
る

。
”
は

満
た

さ
れ

る
か

。

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

に
お

け
る

水
質

管
理

計
画

の
策

定
状

況

1-
2-

2 
指

標
2　

“
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
で

政
策

と
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
策

定
さ

れ
る

。
”
は

満
た

さ
れ

る
か

。

作
成

さ
れ

た
政

策
や

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
数

1-
3 

 成
果

の
達

成
状

況
1-

3-
1　

成
果

１
：
水

質
管

理
に

関
連

す
る

法
規

を
取

り
纏

め
た

文
書

が
作

成
さ

れ
、

適
切

に
使

用
さ

れ
る

。
成

果
1の

た
め

の
指

標
：

1-
1 

水
質

管
理

に
係

る
法

規
則

の
ブ

ッ
ク

レ
ッ

ト
が

作
成

さ
れ

る
。

1-
2 

関
連

セ
ミ

ナ
ー

開
催

数
と

参
加

者
数

　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

、
活

動
内

容
に

応
じ

て
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
に

よ
る

二
つ

の
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

（
以

下
、

W
G

1及
び

W
G

2）
を

形

成
し

て
、

活
動

を
実

施
し

た
。

W
G

1の
活

動
を

通
じ

て
、

「
法

令
規

定
集

実
務

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
の

第
1版

が
作

成
さ

れ
た

。
同

マ
ニ

ュ
ア

ル

に
お

い
て

、
「
地

方
分

権
化

法
」
（
20

04
年

第
32

号
）
、

「
水

質
管

理
や

水
質

汚
濁

の
防

止
に

関
す

る
政

令
」
（
G

R
20

01
年

第
82

号
）
」
、

「
中

央
政

府
と

県
／

市
政

府
（
州

及
び

市
／

県
）
間

の
行

政
事

務
の

配
分

に
係

る
政

令
」
（
G

R
20

07
年

第
38

号
）
」
等

の
法

令
や

規
則

の
内

容
が

確
認

さ
れ

、
河

川
の

水
質

管
理

に
お

け
る

州
及

び
県

／
市

環
境

管
理

部
局

の
職

員
の

定
め

ら
れ

た
義

務
と

責
任

に
つ

い
て

明
確

に
さ

れ
た

。
同

マ
ニ

ュ
ア

ル
は

、
10

0部
印

刷
さ

れ
、

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

機
関

を
始

め
と

す
る

関
係

者
に

配
布

さ
れ

、
日

常
の

業
務

で
活

用
さ

れ
て

い
る

。

1-
3-

2 
成

果
2：

水
質

管
理

計
画

の
た

め
の

技
術

仕
様

書
と

州
に

よ
る

県
／

市
の

支
援

マ
ニ

ュ
ア

ル
が

相
互

の
協

力
的

枠
組

み
の

構
築

た
め

に
使

用
さ

れ
る

。

成
果

2の
た

め
の

指
標

：

2-
1 

州
に

よ
る

県
／

市
の

支
援

の
た

め
の

技
術

仕
様

書
と

マ
ニ

ュ
ア

ル
が

作
成

さ
れ

る
。

2-
2 

相
互

の
協

力
的

枠
組

み
が

構
築

さ
れ

る
。

　
W

G
2の

活
動

を
通

じ
て

、
「
水

質
管

理
計

画
作

成
業

務
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
（
案

）
が

作
成

さ
れ

た
。

同
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
案

）
で

は
、

河
川

を
、

中
央

も
し

く
は

州
、

県
／

市
が

管
理

責
任

を
持

つ
河

川
ご

と
に

、
水

質
管

理
計

画
を

策
定

す
る

際
に

、
国

、
州

、
県

／
市

が
そ

れ
ぞ

れ
実

施
す

る
作

業
を

解
説

し
て

い
る

。
今

後
、

対
象

地
域

の
県

／
市

で
は

、
同

マ
ニ

ュ
ア

ル
（
案

）
を

活
用

し
、

水
質

管
理

計
画

の
策

定
が

行
な

わ
れ

る
。

ま
た

、
W

G
2で

は
、

同
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
案

）
を

活
用

し
て

、
対

象
地

域
で

あ
る

チ
サ

ダ
ネ

川
流

域
に

お
け

る
既

存
情

報
に

基
づ

き
「
チ

サ
ダ

ネ
川

全
流

域
汚

染
源

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

」
を

作
成

し
た

。
併

せ
て

実
地

調
査

を
行

い
「
チ

サ
ダ

ネ
川

流
域

ゴ
ミ

マ
ッ

プ
」
が

作
成

さ
れ

、
同

河
川

の
汚

染
の

実
態

が
明

ら
か

に
さ

れ
た

。
他

方
、

州
に

よ
る

県
／

市
へ

の
支

援
体

制
も

検
討

さ
れ

て
お

り
、

「
州

政
府

環
境

管
理

部
局

に
よ

る
県

／
市

政
府

の
調

整
業

務
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
と

し
て

ま
と

め
ら

れ
る

予
定

。

1-
3-

3 
成

果
3：

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

に
お

い
て

、
水

質
管

理
計

画
が

策
定

さ
れ

、
実

施
さ

れ
る

。
成

果
3の

た
め

の
指

標
：

3-
1 

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

の
水

質
管

理
に

係
る

理
解

と
能

力
が

向
上

す
る

。

　
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
機

関
に

対
す

る
キ

ャ
パ

シ
テ

ィ
・
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

結
果

を
受

け
て

、
州

及
び

県
／

市
に

よ
る

水
質

管
理

と
水

質
汚

濁
防

止
に

必
要

と
な

る
知

識
や

能
力

の
欠

如
が

明
ら

か
に

さ
れ

た
。

そ
の

結
果

を
受

け
て

、
W

G
1及

び
W

G
 2

の
活

動
を

通
じ

て
、

水
質

管
理

能
力

向
上

の
た

め
の

技
術

指
導

が
継

続
的

に
行

わ
れ

る
と

共
に

、
ス

タ
デ

ィ
ツ

ア
ー

や
本

邦
研

修
等

が
実

施
さ

れ
た

。
W

G
1で

は
、

州
及

び
県

／
市

政
府

が
水

質
管

理
業

務
を

効
率

的
に

行
う

た
め

、
「
組

織
制

度
改

善
の

た
め

の
政

策
提

言
ペ

ー
パ

ー
」
（
第

１
版

）
が

作
成

中
で

あ
る

。

1-
4 

 A
ct

ua
l I

np
ut

s
1-

4-
1 

日
本

側
投

入
①

専
門

家
派

遣
 7

人
 (総

括
／

水
質

管
理

政
策

、
水

質
管

理
技

術
、

組
織

制
度

構
築

、
水

質
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
／

業
務

調
整

 (1
)、

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

／
汚

濁
機

構
解

析
、

廃
棄

物
管

理
／

環
境

教
育

／
業

務
調

整
 (2

)、
ラ

ボ
ラ

ト
リ

ー
管

理
／

業
務

調
整

 (3
))

が
配

置
さ

れ
、

20
10

年
7月

末
現

在

の
合

計
派

遣
人

月
数

は
40

.6
M

/M
と

な
っ

て
い

る
。

②
現

地
ス

タ
ッ

フ
の

雇
用

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

・
ス

タ
ッ

フ
は

、
秘

書
、

通
訳

、
ド

ラ
イ

バ
ー

等
、

計
5名

が
雇

用
さ

れ
て

い
る

。

必
要

な
デ

ー
タ

／
指

標
評

価
結

果

 プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

は
、

チ
サ

ダ
ネ

川
流

域
の

水
質

管
理

／
水

質
汚

濁
の

改
善

に
向

け
た

様
々

な
活

動
を

、
W

G
を

通
じ

て
行

っ
て

来
た

結
果

、
州

政
府

及
び

県
／

市
政

府
が

法
令

に
沿

っ
て

河
川

の
水

質
管

理
を

行
う

た
め

の
環

境
を

整
え

つ
つ

あ
る

。
今

後
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

は
、

こ
れ

ら
の

州
及

び
県

／
市

政
府

に
よ

る
水

質
管

理
を

よ
り

具
体

的
に

す
る

た
め

に
、

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

を
選

定
し

た
上

で
水

質
管

理
計

画
の

策
定

に
向

け
た

支
援

を
行

っ
て

い
く
こ

と
が

見
込

ま
れ

て
い

る
。

同
計

画
の

策
定

に
必

要
な

作
業

工
程

は
、

1)
 水

質
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
、

2)
 汚

染
源

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

、
3)

 汚
濁

負
荷

解
析

、
環

境
容

量
の

算
定

、
4)

 水
質

基
準

地
の

設
定

（
目

標
水

質
の

設
定

）
、

5)
 将

来

的
水

質
の

予
測

、
6)

 施
策

の
検

討
、

7)
 水

質
管

理
計

画
の

策
定

で
あ

る
。

ま
た

、
水

質
管

理
計

画
の

策
定

後
に

は
、

同
計

画
に

沿
っ

て
、

パ
イ

ロ
ッ

ト
活

動
の

実
施

が
行

わ
れ

る
見

込
み

で
あ

る
。

同
活

動
は

、
チ

サ
ダ

ネ
川

流
域

の
水

質
改

善
を

目
的

と
し

た
、

水
質

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

、
汚

染
源

の
査

察
、

他
関

係
機

関
と

の
協

調
と

協
力

、
公

衆
へ

の
啓

発
等

で
あ

る
。

同
計

画
の

実
施

と
な

る
パ

イ
ロ

ッ
ト

活
動

の
実

践
に

よ
っ

て
、

県
／

市
政

府
が

河
川

を
管

理
す

る
能

力
の

開
発

が
な

さ
れ

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

て
い

る
。

 上
位

目
標

は
「
各

地
方

政
府

（
県

／
市

政
府

）
の

環
境

関
連

の
法

令
と

規
則

を
執

行
す

る
能

力
が

発
揮

さ
れ

る
」
と

し
て

お
り

、
具

体
的

な
プ

ロ
グ

ラ
ム

や
事

業
の

実
施

が
想

定
さ

れ
て

い
る

。
現

状
に

お
い

て
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

達
成

後
に

お
い

て
、

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

以
外

の
県

／
市

政
府

に
お

い
て

も
、

そ
の

よ
う

な
状

況
が

具
体

化
さ

れ
る

か
の

判
断

は
困

難
で

あ
る

。
そ

の
場

合
、

西
ジ

ャ
ワ

及
び

バ
ン

テ
ン

の
両

州
政

府
が

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

得
ら

れ
た

知
識

と
経

験
を

生
か

し
、

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

以
外

の
県

／
市

政
府

へ
の

水
質

管
理

計
画

の
策

定
と

実
施

を
図

る
技

術
的

な
支

援
を

行
う

こ
と

が
必

要
と

な
る

。

評
価

項
目

評
価

設
問

１
. プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

1-
2 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

の
達

成
上

状
況

（
見

込
み

）
「
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
の

県
／

市
政

府
が

、
環

境
関

連
の

法
令

と
規

則
を

執
行

す
る

た
め

に
、

水
質

管
理

能
力

の
開

発
を

図
る

。
」

 1
-1

 上
位

目
標

の
達

成
状

況
（
見

込
み

）
「
各

地
方

政
府

（
県

／
市

政
府

）
の

環
境

関
連

の
法

令
と

規
則

を
執

行
す

る
能

力
が

発
揮

さ
れ

る
。

」

　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

1
ペ

ー
ジ



－57－

③
 現

地
業

務
費

の
支

出
　

－

a)
 セ

ミ
ナ

ー
や

現
地

研
修

な
ど

の
活

動
経

費

b）
 供

与
機

材
費

　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

活
動

に
使

用
す

る
と

し
て

、
現

在
ま

で
に

、
12

項
目

の
機

材
が

導
入

さ
れ

た
。

同
機

材
の

購
入

額
は

総
計

36
4,

60
3,

93
3ル

ピ
ア

（
3,

42
4,

32
6円

 ）
で

あ
る

。
ま

た
、

機
材

供
与

額
を

含
め

た
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
活

動
に

伴
う

現
地

業
務

費
の

支

出
内

容
は

、
第

1フ
ェ

ー
ズ

の
支

出
合

計
は

1,
93

1,
76

3,
07

9ル
ピ

ア
（
17

,9
67

,0
00

円
）
、

第
2フ

ェ
ー

ズ
の

予
算

は
1,

86
0,

85
4,

98
1

ル
ピ

ア
（
19

,4
27

,3
26

円
）
と

な
っ

て
お

り
、

こ
れ

ら
の

2つ
の

フ
ェ

ー
ズ

の
合

計
額

は
、

3,
79

2,
61

8,
06

0ル
ピ

ア
（
37

,3
94

,3
26

円
）
と

算
出

さ
れ

て
い

る
。

④
本

邦
研

修
受

け
入

れ
状

況
　

本
邦

研
修

は
、

こ
れ

ま
で

に
、

「
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
よ

る
本

邦
研

修
」
、

「
集

団
研

修
・
生

活
排

水
対

策
」
、

「
集

団
研

修
・
住

民
と

の
協

働
に

よ
る

環
境

都
市

づ
く
り

」
、

「
地

域
別

研
修

・
ア

ジ
ア

水
環

境
ガ

バ
ナ

ン
ス

強
化

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
」
の

4種
類

が
実

施
さ

れ
、

計
16

名
が

参
加

し
た

 。

1-
4-

2 
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
側

投
入

①
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
の

配
置

状
況

 イ
ン

ド
ネ

シ
ア

側
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
機

関
で

あ
る

内
務

省
地

域
開

発
総

局
、

環
境

省
、

国
家

開
発

企
画

庁
、

西
ジ

ャ
ワ

州
及

び
バ

ン
テ

ン
州

政
府

環
境

管
理

部
局

、
タ

ン
ゲ

ラ
ン

県
、

タ
ン

ゲ
ラ

ン
市

、
南

タ
ン

ゲ
ラ

ン
市

、
ボ

ゴ
ー

ル
県

、
ボ

ゴ
－

ル
市

の
各

県
／

市
政

府
環

境
管

理
部

局
よ

り
、

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

が
配

置
さ

れ
た

。
そ

の
合

計
は

、
91

名
と

な
っ

て
い

る
。

②
 ロ

ー
カ

ル
・
コ

ス
ト

負
担

状
況

　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
の

実
施

に
お

い
て

、
各

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

機
関

よ
り

、
以

下
の

表
3－

7の
と

お
り

、
ロ

ー
カ

ル
コ

ス
ト

の
負

担
が

行

わ
れ

た
。

第
1フ

ェ
ー

ズ
で

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

開
始

時
に

は
イ

国
の

予
算

執
行

が
開

始
さ

れ
て

い
た

こ
と

に
よ

り
、

全
て

の
機

関
に

お
い

て
、

通
常

の
予

算
執

行
の

中
か

ら
捻

出
さ

れ
た

。
　

ま
た

、
第

2フ
ェ

ー
ズ

で
は

、
環

境
省

、
西

ジ
ャ

ワ
州

、
バ

ン
テ

ン
州

は
、

特
に

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
対

す
る

予
算

付
け

行
わ

ず
、

通
常

の
予

算
よ

り
執

行
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
た

め
、

特
に

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

活
動

に
対

し
て

予
算

付
け

が
な

さ
れ

た
額

は
、

第
2フ

ェ
ー

ズ
に

お
い

て
47

5,
00

0,
00

0ル
ピ

ア
と

な
っ

て
い

る
。

③
 施

設
及

び
機

材
提

供
状

況
　

内
務

省
地

域
開

発
総

局
内

に
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

用
事

務
所

と
し

て
一

室
が

確
保

さ
れ

、
事

務
用

机
、

椅
子

、
空

調
機

器
等

が
提

供
さ

れ
た

。

2-
1 

実
施

プ
ロ

セ
ス

の
適

正
度

2-
1-

1 
計

画
に

則
っ

た
活

動
の

実
施

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

計
画

時
か

ら
実

施
に

お
け

る
ポ

イ
ン

ト
及

び
考

慮
事

項
活

動
は

計
画

に
沿

っ
て

実
施

さ
れ

た
。

2-
1-

2 
活

動
に

お
け

る
日

本
人

専
門

家
の

活
動

や
技

術
移

転
の

適
切

度

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

側
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
、

関
係

者
の

能
力

改
善

状
況

 J
IC

A
専

門
家

か
ら

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

へ
の

技
術

移
転

は
、

主
に

W
G

の
活

動
を

通
じ

て
、

適
格

に
行

わ
れ

た
。

2-
1-

3 
実

施
機

関
や

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
へ

の
関

与
度

合
い

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
活

動
に

お
け

る
実

施
機

関
や

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

の
参

加
度

合
い

、
貢

献
度

　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

、
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
に

よ
る

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
（
以

下
、

W
G

）
を

形
成

し
、

活
動

を
実

施
し

て
き

た
。

W
G

は
、

活

動
内

容
に

応
じ

て
、

W
G

1及
び

W
G

2の
2つ

に
分

け
ら

れ
、

其
々

の
参

加
者

数
は

、
36

名
及

び
44

名
で

、
そ

の
合

計
数

は
80

名
で

あ
る

。

2‐
2　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
2-

2-
1 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

・
シ

ス
テ

ム
の

有
無

と
そ

の
機

能
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
計

画
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

・
評

価
シ

ス
テ

ム
の

構
築

状
況

と
機

能
　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
活

動
は

活
動

実
施

計
画

に
則

っ
て

実
施

さ
れ

た
。

2-
2-

2 
活

動
に

お
け

る
日

本
専

門
家

及
び

関
係

者
と

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

側
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
と

の
関

係
性

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

実
施

に
お

け
る

日
本

人
専

門
家

と
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
側

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
状

況

JI
C

A
専

門
家

と
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
は

、
年

一
回

開
催

さ
れ

る
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

合
同

調
整

員
会

（
JC

C
）
や

、
内

務
省

地
方

自
治

総
局

や

環
境

省
の

関
係

部
局

と
の

間
で

は
、

適
宜

、
必

要
に

応
じ

た
会

合
が

行
わ

れ
て

お
り

、
こ

れ
ら

の
会

合
を

通
じ

て
、

JI
C

A
専

門
家

と
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
と

の
関

係
性

は
保

た
れ

て
き

た
。

2-
2-

3 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

管
理

に
お

け
る

意
思

決
定

状
況

合
同

調
整

員
会

等
の

開
催

状
況

JC
C

は
年

一
回

開
催

さ
れ

、
こ

れ
ま

で
に

計
2
回

行
わ

れ
て

い
る

。
J
C

C
で

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
運

営
に

係
る

協
議

を
行

い
、

必
要

な
調

整
を

図
っ

て
き

た
。

2-
2-

4 
他

機
関

・
組

織
と

の
協

力
状

況
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
で

の
他

機
関

・
組

織
と

の
調

整
、

協
力

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

は
環

境
省

の
環

境
管

理
セ

ン
タ

ー
等

と
必

要
な

情
報

交
換

を
行

っ
て

お
り

、
今

後
、

活
動

に
お

い
て

協
調

し
て

行
く
こ

と
も

検
討

さ
れ

て
い

る
。

2-
3 

そ
の

他
2-

3-
1 

そ
の

他
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
活

動
に

お
け

る
阻

害
要

因
、

対
象

地
の

特
殊

性
等

外
部

要
因

、
及

び
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

計
画

時
に

予
期

し
て

い
な

い
状

況
の

発
生

等
 環

境
省

に
よ

る
、

州
及

び
県

／
市

に
対

す
る

よ
り

積
極

的
な

水
質

管
理

分
野

の
技

術
的

な
支

援
が

望
ま

れ
て

い
る

。
ま

た
、

同
省

が
作

成
し

て
い

る
チ

サ
ダ

ネ
川

の
総

合
計

画
の

修
正

に
つ

い
て

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
と

協
調

し
て

い
く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

2.
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

プ
ロ

セ
ス

　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

2
ペ

ー
ジ



－58－

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国
地

方
政

府
環

境
管

理
能

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
評

価
グ

リ
ッ

ド
結

果

B
．

評
価

５
項

目
の

検
証

大
項

目
小

項
目

3-
1-

1 
上

位
目

標
及

び
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
は

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

政
府

の
政

策
と

合
致

し
て

い
る

か
。

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

政
府

の
国

家
開

発
政

策
と

の
一

致
状

況
　

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

で
は

、
環

境
保

護
・
管

理
は

、
国

か
ら

州
及

び
県

／
市

が
主

導
し

て
行

う
こ

と
が

、
「
地

方
分

権
化

法
」
（
2
0
0
4
年

第
3
2

号
）
、

「
水

質
管

理
や

水
質

汚
濁

の
防

止
に

関
す

る
政

令
」
（
G

R
2
0
0
1
年

第
8
2
号

）
、

「
中

央
政

府
と

県
／

市
政

府
（
州

及
び

市
／

県
）
間

の
行

政
事

務
の

配
分

に
係

る
政

令
」
（
G

R
2
0
0
7
年

第
3
8
号

）
な

ど
で

定
め

ら
れ

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

法
律

や
政

令
に

よ
っ

て
、

河
川

の
水

質
管

理
と

水
質

汚
濁

防
止

も
県

／
市

政
府

が
主

導
的

に
行

う
こ

と
と

な
っ

て
い

る
。

　
更

に
、

同
国

は
、

「
新

環
境

保
護

・
管

理
法

」
（
2
0
0
9

年
第

3
2
号

）
を

制
定

し
、

そ
の

中
で

、
県

／
市

政
府

が
環

境
保

護
・
管

理
計

画
の

策
定

す
る

こ
と

を
定

め
て

い
る

。

3‐
1‐

2　
上

位
目

標
及

び
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
は

対
象

地
域

の
ニ

ー
ズ

と
合

致
し

て
い

る
か

。

対
象

地
域

の
ニ

ー
ズ

と
の

一
致

状
況

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

で
は

、
県

／
市

政
府

が
環

境
保

護
・
管

理
政

策
の

実
施

す
る

法
的

枠
組

み
は

整
え

ら
れ

て
い

る
も

の
の

、
現

状
で

は
、

県
／

市
政

府
の

能
力

不
足

に
よ

っ
て

、
効

果
的

な
業

務
の

実
施

が
十

分
に

行
わ

れ
て

い
な

い
。

そ
の

た
め

、
県

／
市

政
府

が
、

法
令

に
則

っ
て

、
本

来
、

求
め

ら
れ

て
い

る
責

務
を

主
体

的
に

実
践

す
る

に
は

、
特

に
環

境
管

理
部

局
の

能
力

開
発

が
不

可
欠

と
な

っ
て

い
る

。
他

方
、

同
国

環
境

省
は

、
国

内
の

河
川

環
境

管
理

を
目

的
と

し
て

、
国

内
の

13
河

川
を

指
定

し
、

総
合

計
画

等
を

策
定

す
る

な
ど

し
て

、

管
理

を
強

化
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
チ

サ
ダ

ネ
川

も
、

そ
の

重
要

河
川

の
一

つ
と

し
て

指
定

さ
れ

て
お

り
、

総
合

計
画

ド
ラ

フ
ト

（
a 

dr
af

t
of

 G
en

er
al

 P
la

n）
が

既
に

策
定

さ
れ

て
い

る
。

3‐
3‐

1　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

日
本

の
政

府
開

発
援

助
及

び
JI

C
A

の
技

術
協

力
事

業
と

し
て

適
切

か
。

日
本

の
政

府
開

発
援

助
政

策
及

び
J
IC

A
の

援
助

実
施

計
画

と
の

合
致

状
況

3-
3-

2　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

に
関

し
、

日
本

の
技

術
の

優
位

性
は

あ
る

の
か

他
ド

ナ
ー

実
施

の
事

業
と

の
比

較

3‐
4‐

1　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
の

達
成

に
お

い
て

、
活

動
の

種
類

、
実

施
順

位
等

、
成

果
の

構
成

等
、

適
切

に
デ

ザ
イ

ン
さ

れ
て

い
た

か
。

計
画

時
と

現
在

の
達

成
度

と
の

比
較

 P
D

M
の

上
位

目
標

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
、

成
果

、
活

動
の

構
成

は
、

そ
の

目
的

の
達

成
に

お
い

て
、

適
格

で
あ

る
と

思
わ

れ
る

。
一

方
で

、
活

動
内

容
や

各
指

標
に

関
し

、
現

状
に

合
わ

せ
た

修
正

も
必

要
で

あ
る

。

3‐
4‐

2　
対

象
地

域
の

選
定

は
適

切
で

あ
っ

た
か

。
同

上
チ

サ
ダ

ネ
川

は
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
政

府
に

よ
っ

て
、

環
境

保
護

の
対

象
で

あ
る

1
3
河

川
の

一
つ

し
て

選
定

さ
れ

て
お

り
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
対

象
地

域
と

し
て

適
切

で
あ

る
。

4-
1-
1

　
 投

入
、

活
動

、
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
の

実
績

の
状

況
を

鑑
み

て
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

達
成

の
見

込
み

は
あ

る
の

か
。

”プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
実

績
”の

項
参

照
　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

で
は

、
こ

れ
ま

で
の

活
動

を
通

じ
て

、
各

県
／

市
政

府
の

環
境

管
理

部
局

が
チ

サ
ダ

ネ
川

流
域

の
水

質
管

理
／

汚
濁

防
止

を
法

令
に

沿
っ

て
実

施
す

る
た

め
の

能
力

開
発

を
様

々
な

形
で

行
っ

て
き

た
。

主
に

W
G

sの
活

動
を

通
じ

て
、

県
／

市
政

府
の

役
割

の
明

確
化

と
組

織
の

強
化

、
河

川
の

水
質

管
理

に
係

る
知

識
と

技
術

の
習

得
、

他
地

方
の

事
例

研
究

等
、

様
々

な
成

果
を

生
み

出
し

て
い

る
。

ま
た

、
県

／
市

政
府

を
支

援
す

る
立

場
に

あ
る

州
政

府
の

役
割

の
強

化
も

取
り

組
ま

れ
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
こ

れ
ら

の
活

動
と

成
果

は
、

各
県

／
市

政
府

に
よ

る
水

質
管

理
計

画
の

策
定

と
実

施
に

集
約

さ
れ

て
い

く
こ

と
が

見
込

ま
れ

て
い

る
。

4-
1-
2

  
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
の

達
成

を
阻

害
す

る
要

因
は

あ
る

か
。

”プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
実

績
”の

項
参

照
　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

達
成

の
た

め
に

は
、

1)
 パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
の

選
定

に
よ

る
活

動
の

集
中

、
2)

 「
法

令
規

定
集

実
務

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
の

改
訂

、
3)

 カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

の
人

事
異

動
へ

の
対

処
、

4)
 チ

サ
ダ

ネ
川

流
域

総
合

計
画

と
の

調
整

、
5)

P
D

M
の

現
状

に
沿

っ
た

修
正

な
ど

へ
の

対
処

が
必

要
と

さ
れ

る
。

4-
2-
1

  
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
は

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

十
分

で
あ

る
か

。
”プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

”の
項

参
照

　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

は
、

こ
れ

ま
で

の
活

動
を

通
じ

て
、

各
県

／
市

の
環

境
管

理
部

局
が

チ
サ

ダ
ネ

川
流

域
の

水
質

管
理

／
汚

濁
防

止
を

法
令

に
沿

っ
て

実
施

す
る

た
め

の
能

力
開

発
を

様
々

な
形

で
行

っ
て

き
た

。
主

に
W

G
sの

活
動

を
通

じ
て

、
県

／
市

の
役

割
の

明
確

化
と

組
織

の
強

化
、

河
川

の
水

質
管

理
に

係
る

知
識

と
技

術
の

習
得

、
他

地
方

の
事

例
研

究
等

、
様

々
な

成
果

を
生

み
出

し
て

い
る

。
更

に
、

州
に

よ
る

県
／

市
支

援
の

強
化

も
取

り
組

ま
れ

る
こ

と
と

な
っ

て
お

り
、

確
実

に
成

果
が

積
み

上
げ

ら
れ

、
終

了
時

ま
で

に
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

。

4-
2-

2 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

外
部

条
件

は
現

時
点

で
も

正
し

い
か

、
今

後
と

も
満

た
さ

れ
る

可
能

性
は

あ
る

の
か

。

外
部

条
件

の
変

化
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

内
部

の
状

況
等

　
特

に
、

環
境

省
に

よ
る

、
州

及
び

県
／

市
に

対
す

る
よ

り
積

極
的

な
水

質
管

理
分

野
の

技
術

的
な

支
援

が
望

ま
れ

て
い

る
。

ま
た

、
同

省
が

作
成

し
て

い
る

チ
サ

ダ
ネ

川
の

総
合

計
画

の
修

正
に

つ
い

て
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

と
協

調
し

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

4．
有

効
性

（
斜

体
字

に
つ

い
て

は
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

の
項

参
照

）

3.
 妥

当
性

評
価

項
目

　
日

本
政

府
が

策
定

し
た

「
対

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国
別

援
助

計
画

（
平

成
16

年
11

月
）
」
の

「
民

主
的

で
公

正
な

社
会

造
り

」
の

中
で

、
大

気
汚

染
及

び
水

質
汚

濁
等

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
体

制
の

確
立

を
含

む
環

境
行

政
と

環
境

管
理

に
対

す
る

支
援

が
明

記
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

技
術

協
力

の
実

施
方

針
と

し
て

JI
C

A
の

「
対

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国
別

事
業

実
施

計
画

（
平

成
18

年
12

月
）
」
で

は
、

「
環

境
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

」

の
中

で
都

市
環

境
改

善
分

野
の

取
り

組
み

が
重

視
さ

れ
て

い
る

。
具

体
的

に
は

、
JI

C
A

は
「
イ

」
国

の
環

境
管

理
能

力
の

向
上

に
向

け

て
、

環
境

管
理

セ
ン

タ
ー

の
設

立
と

支
援

（
19

93
年

～
20

00
年

）
、

北
ス

マ
ト

ラ
州

を
対

象
と

し
た

「
地

方
環

境
管

理
シ

ス
テ

ム
強

化
プ

ロ

ジ
ェ

ク
ト

（
20

02
年

～
20

06
年

）
」
を

実
施

し
て

き
た

。
こ

れ
ら

の
実

績
を

元
に

、
地

方
分

権
の

進
展

に
よ

っ
て

環
境

管
理

・
保

護
の

実
施

を
担

う
県

／
市

政
府

の
能

力
開

発
を

目
的

と
し

て
、

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

評
価

設
問

必
要

な
デ

ー
タ

／
指

標
評

価
結

果

4‐
2　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

を
達

成
に

お
け

る
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
・
デ

ザ
イ

ン
の

適
正

度

4‐
1　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

の
達

成
状

況

3‐
1　

上
位

目
標

及
び

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

等
と

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

の
国

家
政

策
や

、
対

象
地

域
の

ニ
ー

ズ
等

と
の

整
合

性

3‐
2　

日
本

の
政

府
開

発
援

助
と

し
て

の
適

格
性

3‐
3　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

デ
ザ

イ
ン

の
適

切
度

5
項

目
評

価
1
ペ

ー
ジ
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5-
1-

1
 ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
の

達
成

度
は

適
切

か
（実

績
と

目
標

と
の

比
較

）。
”プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

”の
項

参
照

成
果

1は
、

当
初

の
計

画
ど

う
り

に
達

成
さ

れ
て

い
る

。
成

果
2及

び
3に

つ
い

て
は

、
こ

れ
か

ら
の

活
動

期
間

に
お

い
て

達
成

さ
れ

る
見

込
み

で
あ

る
。

5-
1-

2
　

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

達
成

を
阻

害
し

た
要

因
は

あ
る

の
か

。
”プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

”の
項

参
照

　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
達

成
の

達
成

の
た

め
の

課
題

と
同

様
に

、
1)

 パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

の
選

定
に

よ
る

活
動

の
集

中
、

2)
 「

法
令

規
定

集

実
務

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
の

改
訂

、
3)

 カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

の
人

事
異

動
へ

の
対

処
、

4)
 チ

サ
ダ

ネ
川

流
域

総
合

計
画

と
の

調
整

、
5)

P
D

M
の

現
状

に
沿

っ
た

修
正

な
ど

へ
の

対
処

が
必

要
と

さ
れ

る
。

5‐
2　

活
動

の
効

率
性

の
確

保
5-

2-
1

　
活

動
は

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

を
算

出
す

る
た

め
に

十
分

な
活

動
で

あ
っ

た
か

。
”プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

”の
項

参
照

各
活

動
は

、
其

々
の

成
果

を
生

み
出

す
た

め
に

適
切

で
あ

っ
た

と
思

わ
れ

る
。

①
JI

C
A

専
門

家
 （

人
数

、
時

期
、

分
野

）

②
機

材
の

供
与

　
（
種

類
、

数
量

、
時

期
）

③
本

邦
研

修
の

受
け

入
れ

状
況

（
実

施
時

期
、

人
数

、
研

修
内

容
等

）
④

現
地

業
務

費
支

出
の

状
況

①
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
の

配
置

状
況

②
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
経

費
の

支
出

状
況

③
供

与
さ

れ
た

施
設

、
機

材

5-
3-

3 
 投

入
は

十
分

に
活

用
さ

れ
た

か
?

1)
人

材

2)
機

材
及

び
施

設

3)
現

地
活

動
経

費

　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

お
い

て
、

日
本

側
及

び
「
イ

」
国

側
の

投
入

は
十

分
に

活
用

さ
れ

、
活

動
は

計
画

通
り

に
実

施
さ

れ
た

。

5-
3-

4 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

効
率

的
に

運
営

さ
れ

た
か

?
”プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

”の
項

参
照

JC
C

は
年

一
回

開
催

さ
れ

、
こ

れ
ま

で
に

計
2
回

行
わ

れ
て

い
る

。
J
C

C
で

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
運

営
に

係
る

協
議

を
行

い
、

必
要

な
調

整
を

図
っ

て
き

た
。

6-
1-

1 
  

上
位

目
標

は
達

成
見

込
み

か
、

ま
た

、
阻

害
要

因
は

あ
る

の
か

。
”プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

”の
項

参
照

　
上

位
目

標
は

「
各

地
方

政
府

（
県

／
市

政
府

）
の

環
境

関
連

の
法

令
と

規
則

を
執

行
す

る
能

力
が

発
揮

さ
れ

る
」
と

し
て

お
り

、
具

体
的

な
プ

ロ
グ

ラ
ム

や
事

業
の

実
施

が
想

定
さ

れ
て

い
る

。
現

状
に

お
い

て
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

達
成

後
に

お
い

て
、

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

以
外

の
県

／
市

政
府

に
お

い
て

も
、

そ
の

よ
う

な
状

況
が

具
体

化
さ

れ
る

か
の

判
断

は
困

難
で

あ
る

。
そ

の
場

合
、

西
ジ

ャ
ワ

及
び

バ
ン

テ
ン

の
両

州
政

府
が

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

得
ら

れ
た

知
識

と
経

験
を

生
か

し
、

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

以
外

の
県

／
市

政
府

へ
の

水
質

管
理

計
画

の
策

定
と

実
施

を
図

る
技

術
的

な
支

援
を

行
う

こ
と

が
必

要
と

な
る

。

6-
1-

2 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
実

施
機

関
に

対
す

る
イ

ン

パ
ク

ト
(政

府
機

関
間

の
関

係
性

の
向

上
、

業
務

の
効

率
化

等
）
は

あ
っ

た
か

。

関
連

す
る

政
府

、
地

方
政

府
の

政
策

等
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
で

策
定

が
予

定
さ

れ
て

い
る

水
質

管
理

計
画

か
ら

は
、

環
境

省
が

修
正

を
図

っ
て

い
る

チ
サ

ダ
ネ

川
の

総
合

計
画

に
対

す
る

重
要

な
イ

ン
プ

ッ
ト

を
期

待
す

る
こ

と
が

出
来

る
。

6-
1-

3 
  プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

に
よ

る
予

期
し

な
い

ポ
ジ

テ
ィ

ブ
な

イ
ン

パ
ク

ト
は

あ
る

の
か

。

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

内
外

の
予

期
し

な
い

ポ
ジ

テ
ィ

ブ
イ

ン
パ

ク
ト

。

6-
1-

4 
  プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

に
よ

る
予

期
し

な
い

ネ
ガ

テ
ィ

ブ
な

イ
ン

パ
ク

ト
は

あ
る

の
か

。

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

内
外

の
予

期
し

な
い

ネ
ガ

テ
ィ

ブ
イ

ン
パ

ク
ト

。

7-
1-

1　
州

及
び

県
／

市
に

お
い

て
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク

ト
の

効
果

を
持

続
し

て
い

い
く

た
め

の
政

策
や

制

度
的

な
措

置
は

な
さ

れ
る

の
か

。

州
及

び
県

／
市

の
関

連
す

る
現

在
の

政
策

や
制

度
や

将
来

の
展

望
。

　
「
妥

当
性

」
の

項
で

前
述

し
た

と
お

り
、

「
イ

」
国

で
は

様
々

な
環

境
管

理
を

行
う

た
め

の
法

制
度

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
特

に
、

「
水

質
管

理
及

び
水

質
汚

濁
の

防
止

に
係

る
政

令
」
（
G

R
20

01
年

第
82

号
）
で

は
、

河
川

の
水

質
管

理
／

水
質

汚
濁

防
止

に
つ

い
て

、
県

／
市

政
府

が
責

任
を

担
う

こ
と

が
明

記
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

「
新

環
境

保
護

管
理

法
」
（
20

09
年

第
32

号
）
で

は
、

県
／

市
政

府
が

環
境

管
理

計
画

を
策

定
す

る
こ

と
が

明
確

に
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
よ

う
な

法
令

に
よ

っ
て

、
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
で

あ
る

県
／

市
政

府
が

水
質

管
理

計
画

を
実

行
し

て
行

く
政

策
・
制

度
的

な
枠

組
み

は
維

持
さ

れ
て

い
く
と

思
わ

れ
る

。

7-
1-

2　
州

及
び

県
／

市
に

お
い

て
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク

ト
の

効
果

を
持

続
し

て
い

い
く

た
め

の
財

政
的

な

措
置

は
な

さ
れ

る
の

か
。

州
及

び
県

／
市

の
財

政
的

な
措

置
の

在
り

方
。

　
こ

れ
ま

で
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

対
象

地
域

の
各

県
／

市
政

府
は

、
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
の

活
動

に
必

要
な

ロ
ー

カ
ル

コ
ス

ト
の

負
担

を
行

っ
て

来
た

。
こ

の
経

費
負

担
は

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
実

施
期

間
の

終
了

時
ま

で
継

続
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

て
い

る
。

一
方

、
特

に
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
と

な
る

県
／

市
政

府
は

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
後

も
引

き
続

き
水

質
管

理
計

画
を

実
行

し
て

行
く
た

め
、

活
動

経
費

等
の

財
政

的
措

置
や

人
員

配
置

な
ど

の
組

織
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

が
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

効
果

の
維

持
の

観
点

か
ら

は
必

要
と

な
る

。

7-
1-

3 
 州

及
び

県
／

市
に

お
い

て
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク

ト
で

移
転

さ
れ

た
技

術
や

知
識

を
維

持
し

て
い

く

た
め

の
措

置
は

な
さ

れ
る

の
か

。

州
及

び
県

／
市

の
人

事
状

況
、

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

の
技

術
レ

ベ
ル

、
士

気
等

。
　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
W

G
に

参
加

し
た

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

は
、

活
動

に
よ

っ
て

得
ら

れ
た

知
識

と
技

術
を

維
持

し
て

い
く
こ

と
が

期
待

さ
れ

て

い
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

「
4－

2　
有

効
性

」
の

項
で

前
述

し
た

と
お

り
、

多
く
の

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

か
ら

得
ら

れ
た

知
識

と
技

術
を

、
環

境
管

理
部

局
の

他
の

同
僚

と
共

有
す

る
機

会
を

持
っ

て
い

な
い

状
況

で
あ

る
。

そ
の

た
め

、
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
が

他
部

局
に

人
事

異
動

し
て

し
ま

っ
た

場
合

、
組

織
と

し
て

得
ら

れ
た

能
力

が
失

わ
れ

て
し

ま
う

こ
と

が
懸

念
さ

れ
る

た
め

、
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

の
開

催
等

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

経
験

を
い

か
に

環
境

管
理

部
局

全
体

で
共

有
し

、
活

用
し

て
い

く
か

検
討

す
る

こ
と

が
不

可
欠

で
あ

る

5-
3-

2 
 イ

ン
ド

ネ
シ

ア
側

の
投

入
は

適
切

で
あ

っ
た

か
?

日
本

側
投

入
と

し
て

、
専

門
家

派
遣

、
機

材
供

与
、

本
邦

研
修

、
現

地
業

務
支

出
は

遅
延

な
く
行

わ
れ

、
活

動
に

お
い

て
有

効
に

活
用

さ
れ

た
。

例
え

ば
、

ボ
ゴ

ー
ル

県
環

境
管

理
部

局
の

ラ
ボ

ラ
ト

リ
ー

の
機

能
改

善
に

対
し

て
の

機
材

供
与

と
共

に
専

門
家

に
よ

る
技

術
支

援
は

、
同

局
の

水
質

分
析

能
力

を
向

上
さ

せ
る

の
に

有
効

で
あ

っ
た

。

　
現

状
に

お
い

て
は

明
確

な
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

な
イ

ン
パ

ク
ト

は
確

認
さ

れ
て

い
な

い
が

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

、
河

川
管

理
に

関
わ

る
様

々
な

機
関

に
、

水
質

管
理

に
係

る
情

報
共

有
の

機
会

を
提

供
し

て
お

り
、

今
後

の
成

果
の

波
及

が
期

待
さ

れ
る

。
ま

た
、

ネ
ガ

テ
ィ

ブ
な

イ
ン

パ
ク

ト
は

特
に

観
察

さ
れ

て
い

な
い

。

　
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
側

投
入

と
し

て
、

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

の
配

置
、

ロ
ー

カ
ル

コ
ス

ト
負

担
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

事
務

所
の

提
供

は
適

切
に

行
わ

れ
、

円
滑

な
活

動
の

実
施

に
貢

献
し

た
。

総
計

80
名

の
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
が

参
加

し
た

W
G

は
、

日
本

側
専

門
家

等
と

の
間

で
効

率
的

に
活

動
し

、
一

定
の

成
果

を
生

み
出

し
た

。

7-
1 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

効
果

の
持

続
性

の
確

保5-
3 

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

を
生

産
す

る
た

め
の

投
入

の
適

正
度

（
投

入
時

期
、

投
入

量
及

び
質

）

7．
自

立
発

展
性

 (見
込

み
)

６
．

 イ
ン

パ
ク

ト
（
斜

体
字

に
つ

い
て

は
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

の
項

参
照

）

6-
1　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

実
施

に
よ

る
長

期
的

及
び

他
分

野
に

お
け

る
イ

ン
パ

ク
ト

5．
効

率
性

（
斜

体
字

に
つ

い
て

は
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
績

の
項

参
照

）

5‐
1　

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

の
達

成
度

5-
3-

1 
日

本
側

の
投

入
は

適
切

で
あ

っ
た

か
?

5
項

目
評

価
2
ペ

ー
ジ
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I イントロダクション 

1.1 マニュアルの使用法 
1.2 河川水質管理に係る法令の構造 
1.3 関係法令の概要 

 1.3.1 環境保護管理法（2009年32号） 
 1.3.2 地方分権化 
 1.3.3 地域開発計画と森林管理 
 1.3.4 水資源と河川管理 
 1.3.5 水質管理 
 1.3.6 汚濁管理 
 1.3.7 廃棄物管理 

1.4 水質汚濁管理における地方分権 
 

II 実務事項 
2.1 水質モニタリング 

 2.1.1 目的 
 2.1.2 水質環境基準 
 2.1.3 排水基準 
 2.1.4 水のサンプリング、保存、分析法 
 2.1.5 河川流量の測定方法 
 2.1.6 水質モニタリング結果の報告 
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3.1 環境影響評価システム 

 3.1.1 環境影響評価 (AMDAL) 
 3.1.2 環境管理とモニタリング（UKL-UPL） 

3.2 河川の管理 
 3.2.1 河川流域グループの分類 
 3.2.2 河川管理における権限 
 3.2.3 河川管理における関係者間の調整 

3.3 質問と回答 
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パート１ 中央政府が管理する河川での水質汚濁管理計画の策定 
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1.1 背景 
1.2 ガイドラインの目的 
1.3 ガイドラインの使用範囲 
1.4 ガイドラインのユーザー 
1.5 定義 

2. 水質汚濁管理計画の枠組み 
2.1 水質汚濁管理 
2.2 水質汚濁管理計画の枠組み 
2.3 水質汚濁管理計画の策定の流れ 

3. 水質汚濁管理計画の策定の流れと手法 
3.1 枠組みの設定 
3.2 汚染源インベントリの作成 
3.3 環境容量（1 日最大負荷量）の推定 
3.4 水質に関する問題の把握 
3.5 水質汚濁管理計画の策定 
3.6 水質モニタリング計画のリビュー 
3.7 水質管理／水質汚濁管理計画の実施 

Annex 1: 汚染源インベントリ・シート 
Annex 2: 汚濁負荷量の排出原単位 
Annex 3: 水質汚濁管理に関する総合計画の事例 

パート 2 州政府が管理する河川での水質汚濁管理計画の策定 
1. イントロダクション 
2. 水質汚濁管理計画の枠組み 

2.1 水質汚濁管理計画 
2.2 州政府が管理する河川での水質汚濁管理計画の枠組み 

 2.2.1 州政府及び県/市政府の役割 
 2.2.2 地域をまたぐ河川管理の枠組み 

2.3 水質汚濁管理計画の策定の流れと役割 
 2.3.1 水質汚濁管理計画の策定の流れ 
 2.3.2 州政府が管理する河川での水質汚濁管理計画の策定における役割 
3. 水質汚濁管理計画の策定の技術的な流れと手法 

パート 3 県/市政府が管理する河川での水質汚濁管理計画の策定 
1. イントロダクション 
2. 水質汚濁管理計画の枠組み 

2.1 水質汚濁管理計画 
2.2 県/市政府が管理する河川での水質汚濁管理計画の枠組み 
2.3 水質汚濁管理計画の策定の流れと役割 

 2.3.1 水質汚濁管理計画の策定の流れ 
 2.3.2 県/市政府が管理する河川での水質汚濁管理計画の策定における役割 
3. 水質汚濁管理計画の策定の技術的な流れと手法 
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1. 水質汚濁管理の現状 

1.1 組織 

1.2 制度 

2. 水質汚濁管理に関する組織と制度上の課題 

2.1 インドネシアにおける水質汚濁管理に関する課題 

2.2 チサダネ川流域における水質汚濁管理に関する課題 
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3.1 全般的な提言 

3.2 組織改善のための提言 

3.3 水質汚濁管理の制度改善のための提言  

3.4 水質汚濁管理に係るその他の提言  
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4.2 短期活動計画 

4.3 中期活動計画 

4.4 長期活動計画 

 

５．組織制度改善のための政策提言ペーパー　目次






	付属資料
	１．合同中間レビュー調査報告書に関する協議議事録（M/M）
	２．評価グリッド結果（和文）
	３．法令規定集実務マニュアル　目次
	４．水質管理計画作成業務マニュアル　目次
	５．組織制度改善のための政策提言ペーパー　目次




